
注６）

〇納税状況確認同意書が必要

①本社または委任先の所在地が伊万里市にある場合に

・商号、名称が変更になったとき
・代表者が変更になったとき
・伊万里市内で、所在地を変更したとき
・法人印を変更したとき

②本社または委任先の所在地を、伊万里市外から伊万里市内に変更したとき

〇下記の場合は、納税状況確認同意書の提出は不要です。

①本社または委任先の所在地が、伊万里市外であるとき

②本社または委任先の所在地を　伊万里市内から伊万里市外に変更したとき

　本社等所在地または委任先が伊万里市内にある場合、もしくは変更後の所在地
（本社又は委任先）が伊万里市内になる場合は納税状況等確認同意書を提出して
下さい。


